


作者 注
みだらな行為い わゆる淫行のことです。何が淫らで、わいせつか、非常に曖昧さを残した条文です。そこで警察は、専ら自己の性的欲望を満足させる目的でという言質をとるためにむちゃくちゃな調書を作成しようとします。男がその気にならなければペニスは勃起しないから行為は行えない。だから男性が勃起すれば性的欲望を満足させる目的であるというもの。実際に取り調べの警官の口調はこうなる。「○ン○ンがおっ勃ったからムラムラときてパックンチョといただいちゃったんだべ？」(実録）こ れはいただけない。女性の気持ちは一切無視。女性は性的に男性に隷属するものという考えを念頭に条例は存在するし、取り調べも進められる。


